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はじめに              

 

 

さいたま市では、毎日の暮らしが市民の皆様に 

とりまして安心なものであるよう、本市の消費生 

活行政推進の指針である「さいたま市消費生活基 

本計画」を策定し、消費生活の安定と向上の確保 

のため、本市一体となって進めてまいりました。 

しかしながら、近年、消費者を取り巻く環境は、 

高齢化の進行や単身高齢者世帯の増加、成年年齢 

の引下げ、デジタル化の進展や電子商取引の拡大など、大きく変化しています。

これらの変化により、悪質商法や契約トラブル、詐欺サイトなど複雑・多様化

した消費者トラブルの増加や深刻化が懸念されます。 

本市では、このような状況に適切かつ迅速な対応を図るために、新たに「第

４期さいたま市消費生活基本計画」を策定いたしました。 

本計画では、目指すべき姿として、「消費者が安心して安全で豊かな消費生

活を営むことができる社会」の実現を掲げています。 

そして、急速に変化する消費生活を取り巻く環境の中で、特に影響を受けや

すく、被害が深刻化しやすい「高齢者」と「若年者」への支援を重点的に推進

してまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、ご支援をいただきましたさいたま市消費生

活審議会委員、並びに、パブリック・コメント等を通じ、多くの貴重なご意見

をお寄せいただきました市民の皆様に、心より感謝を申し上げます。 

 

 

令和８年４月 
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この章では、「さいたま市消費生活基本計画」（以下「基本計画」という。）の策定にあたり、そ

の趣旨と経緯、計画期間について詳述します。併せて、基本計画全体の構成や内容の体系について

も整理しその骨格を明示します。 

これにより、市民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現を目指す基本

計画の意義を明確にします。 

 

１ 計画策定の趣旨及び経緯 

本市では、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的に、平成 18 年に「さいたま市消費生

活条例」（以下「条例」という。）を施行しました。また、条例では、この目的を達成するために、

基本理念として消費者の権利の確立を掲げています。 

基本計画は、条例第９条の規定に基づき、条例の目的と基本理念を踏まえ、消費生活に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 20年に策定されました。その後、社会情勢や消費者

問題の変化を踏まえて随時見直しが行われ、消費者行政の推進を図ってきました。 

「第３期基本計画」は、令和７年度に終了することから、新たに「第４期基本計画」を策定し、

引き続き条例の目的と基本理念に基づき、市民の消費生活の安定と向上に向けて取組を推進しま

す。 

なお、基本計画は、消費者教育の推進に関する法律第 10 条第２項に基づく「市町村消費者教育

推進計画」としての役割も担います。 

 

２ 計画期間 

本計画は、令和８年度から令和 12年度までの５年間を計画期間とします。ただし、社会経済情

勢の変化や新たな課題の発生に応じて、必要に応じた見直しを行います。 
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３ 第４期基本計画の全体構成 

 

この基本計画は、消費生活条例の目的と基本理念から目指すべき姿を示し、それを実現するため

の４つの「施策の柱」、「施策推進の方針」、「主要施策」、「具体的な取組」に至るまで、体系的に構成

されています。これらの施策体系を着実に推進することにより、「消費者が安心して安全で豊かな消

費生活を営むことができる社会」の実現を目指します。 

 

① さいたま市消費生活条例（第１章） 

条例の目的では、消費者、事業者、市が協力し、消費生活の向上を図るための基本方針が定めら

れています。消費者の安全・権利を確保し、市民の消費生活の安定と向上を実現することが根本的

な目標です。また、この目的を達成するための基本理念として、消費者の７つの権利が掲げられ、

「生命・身体・財産を侵されない権利」や「不適正な取引から保護される権利」などの権利が明記

されています。 

 

② 目指すべき姿（第３章） 

第４期消費生活基本計画における目指すべき姿は、第３期基本計画を踏襲し、「消費者が安心して

安全で豊かな消費生活を営むことができる社会」の実現です。この社会像は、条例が掲げる目的「市

民の消費生活の安定及び向上を確保すること」と、条例の基本理念である消費者の７つの権利を実 

現した社会の姿を示すものであり、消費者がより豊かな生活を享受できる環境を作ることを目指し

ます。 
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③４つの「施策の柱」（第３章） 

この目指すべき姿の実現に向け、条例の基本理念に基づき、第２章において整理した「消費生活

を取り巻く現状と課題」を解決するための施策として、４つの「施策の柱」を設けています。これら

の柱は、「消費者の安全・安心の確保」「消費者被害への機動的な対応」「自立した消費者の育成」「消

費者意見の反映の促進」という主要施策の領域を網羅しています。 

 

④施策推進の方針、主要施策、具体的な取組（第３章） 

４つの「施策の柱」に基づき、各施策を効果的かつ継続的に推進するための方向性として施策推

進の方針を策定します。さらに、それぞれの方針を具体化した主要施策と、各担当課所が実施する

具体的な取組を展開していきます。 

 

このように、基本計画は、条例の目的と基本理念を基盤に、目指すべき姿と施策を体系的に展開

し、消費生活の向上を目指します。 

 



 

 

 

 

 

 

            
 消費生活を取り巻く現状・ 

課題と課題解決の方向性 
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近年、消費者を取り巻く環境は急激に変化しています。 

消費者に関する現状として、高齢化の進行や単身高齢者世帯の増加、成年年齢の引下げなど、消

費者のライフステージや世帯構成など、消費行動に影響を与える消費者の現状が変化しています。 

社会情勢に関する現状としては、デジタル化の進展・電子商取引の拡大、持続可能で多様性と包

摂性のある社会への関心の高まりがあり、社会や経済全体のトレンドとして消費者に影響を与える

外的要因が大きく変化しています。 

これらの現状の変化に伴い、消費生活相談の内容は複雑・多様化し、相談の傾向も現状の変化を

反映したものとなっています。 

本章では、以下のような消費者、社会情勢、消費生活相談の状況という３つの視点で現状分析と

課題の整理を体系的に行い、課題解決の方向性を示します。 

 

Ⅰ 消費者に関する現状・課題と課題解決の方向性   

Ⅱ 社会情勢に関する現状・課題と課題解決の方向性 

Ⅲ 消費生活相談に関する現状・課題と課題解決の方向性 
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Ⅰ 消費者に関する現状・課題と課題解決の方向性 

 

１ 本市の人口と高齢化の状況 

 

現 状 

 

⑴ 人口推移と将来予測 

国勢調査によると、本市の令和２年（2020 年）時点の人口は、132 万 4千人でした。 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、令和７年（2025 年）には 135 万 4 千人、令

和 12 年（2030 年）には 136 万 3千人に達すると予測されています。 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

⑵ 高齢化の現状と将来予測 

本市の令和２年（2020年）の高齢化率は23.6％、後期高齢化率は12.3％でした。 

「団塊の世代」が75歳以上となる令和７年（2025年）には、高齢化率は23.9％、後期高齢化率は

14.2％に増加すると予測されています。 

さらに、「団塊ジュニア」と呼ばれる世代が65歳以上となる令和22年（2040年）には、高齢化率

が29.6％に達し、市民のほぼ３人に１人が高齢者となる見込みです。同時に、後期高齢化率も

15.7％に増加すると予測されています。 
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⑶ 本市の高齢者世帯数の傾向と特徴 

全ての年代における単独世帯数は、令和２（2020）年の 21.1 万世帯から、令和 32（2050）年には

約 1.2 倍の 25.9 万世帯まで増加する見通しです。 

特に、本市において高齢化が進行している状況において、高齢単独世帯数も増加し、令和２（2020）

年の 5.6 万世帯から、令和 32（2050）年には約 1.4 倍の 7.8 万世帯に増加する見通しです。 
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課 題 

 

⑴ 高齢化による消費者トラブルの増加とトラブルの深刻化 

高齢化率の上昇に伴い、高齢者が詐欺や悪質商法などの消費者トラブルに遭うリスクが高まるこ

とが懸念されます。 

また、高齢に伴う認知機能の低下や情報リテラシー不足が原因となる、ネット詐欺やネットショ

ッピングのトラブルなどの深刻なトラブルが懸念されます。 

 

⑵ 単身・孤立高齢者の消費者トラブルの増加と深刻化 

単身高齢者世帯の増加に伴い、孤立による相談相手の不在が原因で、悪質商法や詐欺のターゲッ

トになりやすい状況が懸念されます。 

また、地域コミュニティの衰退などにより、地域社会から孤立し、地域に相談できる人がいない

高齢者が増加する恐れがあります。そのため、消費者トラブルを未然に防げず、また、被害が深刻

化する可能性が高まっています。 

 

 

課題解決の方向性 

 

⑴ 高齢者特有の消費者トラブルに対応できる相談体制の充実 

高齢者が詐欺や悪質商法に巻き込まれるリスクを軽減するためには、消費者トラブルに直面した

高齢者や孤立した単身高齢者が安心して相談でき、気軽に情報提供できるような相談窓口にすると

ともに、相談員が研修に参加し専門的な知識や対応力を向上させることが必要です。また、弁護士

相談を活用するなど、迅速かつ適切に対応できる相談体制を強化することも重要です。 

 

⑵ 関係機関との連携強化 

高齢者が消費者トラブルに巻き込まれるリスクを減らすためには、関係機関との連携を強化する

ことが重要です。民生委員のアウトリーチの取組を通じた見守りや支援、警察、地域の福祉機関な

どとの連携、消費者被害防止サポーターが地域の中で活躍できるような取組を推進するなど、消費

者トラブルの早期発見と迅速な対応を図るとともに、地域全体で高齢者を見守る仕組みを強化して

いく必要があります。 
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⑶ 高齢者の特性に応じた啓発と消費者教育の強化 

高齢者が詐欺や悪質商法に遭わないよう、市広報誌や自治会回覧などを活用した啓発、情報提供

の強化を図る必要があります。また、出前講座やセミナーを実施するなど、消費者教育の充実が求

められます。さらに、高齢者自身が不適切な取引や勧誘を見抜き、被害を防ぐ判断力を養うための

教育が必要です。特に、後期高齢者などの認知機能に配慮した分かりやすい啓発や消費者教育を推

進することが強く求められます。 

 

これにより、高齢化社会における消費者問題を包括的に解決し、安心して暮らせる地域社会の実

現を目指します。 

 

 

２ 成年年齢引下げによる若年者への影響 

 

現 状 

 

令和４年４月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、

18歳及び19歳の若年者は「成人」として契約の当事者として扱われ、契約や様々な手続を自己の意

思で行えるようになりました。成年年齢の引下げ後は、18歳及び19歳の若年者は、従来行使できた

未成年者取消権を行使できなくなり、自ら契約に対する責任を負う必要があります。 

国民生活センターが公表した令和５年度の18歳・19歳の相談件数は、令和４年度と比較してほぼ

横ばいです。 商品・役務等別でみると、「美（び）」（「脱毛エステ」「医療サービス」など）

や「金（かね）」（「他の内職・副業」「金融コンサルティング」など）に関する相談が多く寄せ

られています。他には、令和４年度と令和５年度における販売方法・手口別の相談件数を比較する

と、「インターネット通販」、「定期購入」、「サイドビジネス商法」に関する相談が引き続き多

くみられます。 
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契約当事者が 18 歳・19 歳の年度別相談件数 

独立行政法人国民生活センター「18 歳・19 歳の消費生活相談の状況 －2023 年度－」より引用 

 

 

 

契約当事者が 18 歳・19 歳の商品・役務等別相談件数 

 

独立行政法人国民生活センター「18 歳・19 歳の消費生活相談の状況 －2023 年度－」より引用 
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販売方法・手口別の相談件数（18 歳・19 歳） 

独立行政法人国民生活センター「18 歳・19 歳の消費生活相談の状況 －2023 年度－」より引用 

 

 

課 題 

 

若年者の消費者トラブル増加の懸念と防止に向けた知識習得 

18 歳及び 19 歳の若年者は、進学や就職など生活環境が大きく変わる時期であり、知識や社会経

験が不足しているため、契約トラブルや悪質商法に巻き込まれるリスクが高まります。このため、

若年者が消費者トラブルを未然に防ぐための知識や判断力を習得することが急務です。 

 

 

課題解決の方向性 

 

⑴ 若年者の消費者トラブルに対応できる相談体制の充実 

若年者の消費者トラブルに対応できる相談体制を充実させることが必要です。また、若年者の特

性に応じて、インターネットを活用した問題解決の支援等が求められます。さらには、消費生活相

談情報を消費者庁や埼玉県等と共有し、適切な事業者指導等につなげていくことが求められます。 
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⑵ 若年者の特性に応じた消費者教育と啓発の推進 

若年者の消費者トラブルを未然に防止できるように、学校に向けた出前講座実施や若年者に向け

た実践的で充実した消費者教育、また、多様な若年者に向けてＳＮＳを積極的に活用した啓発の推

進が大変重要です。 

 

これにより、若年者が消費者トラブルに巻き込まれるリスクを軽減し、安全で安心な消費生活を

目指します。 

  



 

13 

 

Ⅱ 社会情勢に関する現状・課題と課題解決の方向性 

 

１ ICT の普及と EC 市場の成長に関する動向 

 

現 状 

 

 総務省の「令和５年通信利用動向調査」の結果によると、令和５年のモバイル端末全体の保有者 

の割合は 86.2％、インターネットの利用者の割合は 86.2％です。また、インターネットでＳＮＳ 

（ソーシャルネットワーキングサービス）を利用した人の割合は 80.8%で、40 歳以上の年齢層でお 

おむね前年より増加しています。ICT の進展でスマートフォンやタブレットの利用が増え、誰でも 

簡単にデジタル空間へアクセスし、商品やサービスを購入できる環境が整っていることから、年代 

を問わずインターネットやＳＮＳの利用が日常的なものとなっています。 

また、電子商取引（EC）は非対面取引の増加により急成長し、国内の BtoC 市場規模は令和３年の

20.6 兆円から令和５年には 24.8 兆円に拡大しています。 

インターネットの利用状況の推移 

 

総務省「令和５年通信利用動向調査」の結果より引用 
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モバイル端末の保有状況（個人） 

 

 

 総務省「令和５年通信利用動向調査」の結果より引用 

 

  



   

15 

 

 

ＳＮＳの利用状況 

 

総務省「令和５年通信利用動向調査」の結果より引用  
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BtoC-EC 市場規模の経年推移（単位：億円） 

 
 

経済産業省「令和 5 年度電子商取引に関する市場調査結果」より引用 

 

 

課 題 

 

⑴ デジタル化による複雑・多様化した消費者トラブルの増加 

インターネットを利用した電子商取引（EC）の拡大に伴い、詐欺サイトや偽商品、架空請求とい

った消費者トラブルの増加が懸念されます。これは、非対面取引の特性から、消費者が商品の品質

や事業者の信頼性を十分に確認できない状況が生じたり、インターネット上には膨大な情報が存在

し、信頼性の低い情報や誤情報に惑わされる消費者が増加していることが要因と考えられます。ま

た、インターネット上の広告は、閲覧履歴などに基づくアルゴリズムによって表示されるため、消

費者は偏った情報に影響を受けやすい状況にあります。 
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⑵ 高齢者等の消費者トラブル拡大 

デジタル環境の整備が進む一方で、デジタルリテラシーの欠如により消費者トラブルが増加する

懸念があります。 

 

課題解決の方向性 

 

⑴ 複雑化・多様化している消費者トラブルに対する相談体制の充実 

デジタル化による消費者を取り巻く急速な変化や、消費者トラブルの複雑化・多様化に対応でき

るように、弁護士相談の活用や相談員の研修参加による専門知識と対応力の向上、インターネット

を活用した相談を整備するなど、相談体制の充実が必要です。 

 

⑵ デジタルリテラシーの向上に向けた消費者教育の推進 

高齢者やデジタル技術に不慣れな消費者、若年層などを対象に、オンラインショッピングや電子

契約、インターネット広告のアルゴリズムの仕組み、AI 生成の偽画像等の消費者教育や啓発を推進

し、デジタルリテラシーの向上を図ることが求められます。 

 

これにより、消費者がデジタル社会において安全で安心な消費生活を送れる環境を目指します。 
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２ SDGs の推進とエシカル消費への取組 

 

現 状 

 

 平成 27 年、国連サミットで SDGs（持続可能な開発目標）が採択され、2030 年までに 17の目標達

成を目指す国際目標が定められました。消費者庁は平成 29年に「エシカル消費」を提唱し、特にゴ

ール 12「つくる責任つかう責任」を重視しています。 

本市は令和元年に「SDGs 未来都市」に選定され、隔年で実施されている「全国市区 SDGs 先進度調

査」においては、常に全国トップレベルの評価をいただいています。エシカル消費の普及やゼロカ

ーボンシティの実現、「スマートシティさいたまモデル」の推進などに積極的に取り組んでいます。 

消費者庁の報告書によると、エシカル行動を「よく実践している」「時々実践している」割合は、

2016 年度 29.0%から 2019 年度 36.0%に７pt 増加しています。一方、「あまり実践していない」割合

は、2016 年度 45.9%から 2019 年度 51.3%に 5.4pt 増加しています。 

 

※「スマートシティさいたまモデル」では、本市の副都心である美園地区を、さいたま市が目指す理想都市の縮図とする

ことを目指して、市民生活を構成する様々な分野を対象に、AI や IoT、データを活用することで、様々な社会課題を解

決する生活支援サービスを提供するとともに、人と人とのつながりであるコミュニティを形成する取組を並行して実施

することで、市民生活の質の向上などを目指しています。 
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消費者庁「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する消費者意識調査報告書（2020 年 2 月 28 日）」より引用 

 

 

課 題 

 

エシカル消費における実践状況と実践普及への課題 

エシカル消費に関しては、2016 年度と比較し、「実践している」と回答する消費者の割合が増加

し、「実践していない」と回答する消費者の割合は減少しています。 

今後も、より一層、実践している割合を増加させることが必要です。    
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課題解決の方向性 

 

エシカル消費の実践につながる普及・啓発活動の推進 

消費者が SDGs の理念を基盤とし、「あまり実践していない」層に対してエシカル消費の意義を伝

え、エシカル消費を身近に感じ、行動変容を促し実践へとつながるよう、普及・啓発活動や実践的

な消費者教育を推進することが重要です。また、既に実践している層の行動を定着・拡大させるこ

とも必要です。 

 

これにより、消費者が持続可能な社会の実現に向けて具体的な行動を推進することを目指しま

す。 
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Ⅲ 消費生活相談に関する現状・課題と課題解決の方向性 

 

現 状 

 

１ 消費生活相談件数の推移と傾向 

 本市に寄せられる消費生活相談件数は、第 1 期さいたま市消費生活基本計画を策定した平成 20年

度以降おおむね１万件前後で推移し、第２期及び第３期基本計画期間においても、同様の傾向が続

いています。 

 

相談件数と 70 歳以上の相談件数の推移     （ 件 ） 
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男女別相談件数の推移             （ 件 ） 

 

 

２ 年代別消費生活相談件数の傾向と変化 

年代別の相談件数を見ると、70 歳以上の相談が最も多く、全体の約２割を占めています。さらに、

60 歳代を含めると全体の約３割を超えます。60歳以上の相談割合はほぼ横ばいにあり、令和３年度

は 32.2％、令和４年度は 33.2％、令和５年度は 35.0％に達しました。 

一方で、20歳未満および 20 歳代の若年層の相談件数もほぼ横ばいにあり、全体の約１割を占めて

います。この割合は令和３年度以降、13％前後で推移しています。 

 

 

契約当事者年代別件数           （ 件 ） 
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３ 年代別消費生活相談の内容と特徴 

各年代で多く相談が寄せられた「商品一般」では、身に覚えのない請求や荷物、不審な電話やメー

ル等、商品の特定ができないという相談内容が多いです。 

40 歳代以上では、「工事・建築」に関する相談が多く、突然の訪問で本来は不要な工事を言葉巧み

に勧誘され、高額な工事を契約してしまう等の相談が多くなっています。特に、70 歳以上では、最

も多い相談となっています。 

若年者では、20 歳未満で「インターネットゲーム」による相談が最も多く、親に無断で課金をし

ていたため、気づいた時には高額な請求となっていた等の相談が多くなっています。 

また、20 歳代では、「エステティックサービス」による相談が最も多く、分割払いでの高額プラン

を勧誘されての解約トラブルの相談等があります。 

 

令和5年度 契約当事者年代別 商品・役務別相談件数（上位10位） （ 件 ） 
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４ 契約当事者からの相談割合と高齢者の傾向 

消費生活相談は原則、契約当事者本人からの相談を受け付けています。契約当事者本人以外から

相談を受ける場合としては、高齢の契約当事者の配偶者や子からの相談があります。 

令和５年度に契約当事者本人から相談を受けた割合は、相談全体では 88.6％、70 歳以上では

86.8％で、ほぼ同程度の割合です。 

80 歳以上になると、契約当事者からの相談割合は 67.3％と大幅に低下します。 

 

 

 

令和５年度 相談者の内訳 

 

 

５ 販売購入形態別の相談割合と高齢者の傾向 

令和５年度の販売購入形態別の相談割合は、相談全体では「通信販売」の割合が最も多く 36.7％

となっています。70 歳代、80 歳以上の特徴としては、「訪問販売」の割合が急激に高まります。 

 また、「通信販売」「訪問販売」に関する相談件数は、令和元年度から増加傾向にあります。 
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令和５年度 高齢者における販売購入形態別割合 

 

 

無店舗販売購入形態別件数の推移            （ 件 ） 
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６ 危害・危険に関する相談の傾向 

生命、身体又は財産に重大な影響を及ぼす危害・危険に関わる相談は、全体件数全体の約１％を

推移しています。 

「危害」については、医療サービスや健康食品等に関する相談が寄せられています。 

「危険」については、健康食品や電気暖房機器等に関する相談が寄せられています。 

 

＊「危害」･･･商品・役務により、人身に被害が発生したというもの 

＊「危険」･･･人身に被害が発生するおそれがあったというもの 

 

危害・危険件数の推移            （ 件 ） 

 

 

 

課 題 

 

１ 高齢者に関する課題 

①70 歳以上の相談件数が増加 

高齢者（特に 70歳以上）からの相談が最も多く、全体の約２割を占めています。60 歳代を含め

ると全体の約３割を超え、年々増加傾向が続いており、今後も増加が懸念されます。 

 

②高齢者特有のトラブルの多発 

高齢者の相談内容では「工事・建築」に関しては、突然の訪問により不必要な高額工事を契約さ

せられるトラブルが目立っています。また、通信販売及び訪問販売に関するトラブルも増加するな

ど、高齢者特有の消費者トラブルが多発しています。 
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③80 歳以上では本人以外からの相談が増加 

高齢者本人が相談できない状況が多く、特に 80歳以上では、配偶者や子どもからの相談が

32.7％に達しており、本人が問題を認識しないまま進行しているケースが多いことが懸念されま

す。 

 

 

２ 若年者に関する課題 

①若年者の相談件数が増加傾向 

29 歳以下の若年者の相談件数はほぼ横ばいで全体の約 1割を占めており、消費生活を取り巻く現

状の急速の変化に伴い、今後増加することも懸念されます。 

 

②若年者特有のトラブルの増加 

20 歳代では「エステティックサービス」で、高額な契約させられ、その後の解約トラブルが多発 

しています。 

 20 歳未満では「インターネットゲーム」に関する相談が多く、親に無断で課金を行い、高額な請

求が発生するケースが多いです。 

 これらの若年者特有の消費者トラブルの増加が懸念されます。 

 

③消費生活に関する知識不足 

若年者全般において、契約に関して内容やリスクを十分理解しないまま契約するケースが目立ち

ます。契約の知識不足が課題です。 

また、通信販売におけるトラブルの増加が懸念され、若年者のデジタルリテラシーの不足が課題

としてあります。 

 

 

３ 消費者全般に関する課題 

①消費生活相談件数増加の懸念 

消費生活相談件数は平成 20 年度以降、おおむね１万件前後で推移しておりますが、消費生活を

取り巻く現状の急速の変化に伴い、今後増加することも懸念されます。 
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②通信販売のトラブル増加 

販売形態別では「通信販売」が最も多く、デジタル化の急速な発展により、消費者トラブルの複

雑化多様化や増加が懸念されます。 

 

③危害・危険に関する相談の一定水準での推移 

全体件数の約１％ながら、医療サービスや健康食品に関する生命・身体に重大な影響を及ぼす危

害・危険の相談が継続しています。 

 

 

課題解決の方向性 

 

１ 高齢者に関する課題解決の方向性 

①相談体制の充実が必要 

高齢者からの相談件数増加に対応するため、相談体制の充実や消費生活相談員の専門知識の向上

が求められます。 

特に、80歳以上の高齢者が本人以外から相談されるケースに対応するため、家族や介護者と連携

や、迅速な対応が必要です。 

 

②消費者トラブル未然防止のための消費者教育・啓発の充実 

高齢者特有のトラブル（訪問販売や通信販売、工事契約）を未然に防ぐため、地域での出前講座

やセミナー、啓発活動を強化し、高齢者自身がトラブルに気づき対処できる知識を提供する必要が

あります。 

また、高齢者に馴染みやすい市広報誌、自治会回覧等を活用し、トラブル事例や注意喚起が求め

られます。 

 

 

２ 若年者に関する課題解決の方向性 

①相談体制の充実が必要 

若年者が抱える特有の消費者トラブルに迅速かつ適切に対応するため、相談内容の急速な変化に

対応できる相談窓口の充実を図る必要があります。 
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②消費者トラブル未然防止のための消費者教育・啓発の充実 

若年者が直面しやすい「エステティックサービス」や「インターネットゲーム」などの具体的な

トラブル事例や、デジタルリテラシー向上を目的とした内容を盛り込んだ教育プログラムを作成

し、地域でのセミナー等や学校教育を通じた消費者教育が必要です。 

 

 

３ 消費者全般に関する課題解決の方向性 

①相談体制の充実が必要 

消費生活相談件数や、危害・危険に関する相談件数の一定水準での推移に対応するため、今後も

相談窓口の充実が必要です。 

また、通信販売に関する相談が多い現状を受け、消費者トラブルの複雑化多様化や増加に迅速か

つ適切な対応を可能にする相談体制の充実が求められます。 

 

②消費者トラブル未然防止のための消費者教育・啓発の充実 

通信販売トラブルの増加を受け、購入前に注意すべきポイントや契約時のリスクについて具体的

な事例を基にした啓発など、相談傾向に応じて、迅速かつ効果的な啓発活動をより一層推進する必

要があります。 

 

これらにより、消費者トラブルに迅速に対応する体制を充実させ、安心・安全な消費生活を目指

します。 

 



 

 

 

 

 

 

            
  目指すべき姿を実現する 

ための基本方針と施策 
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30 

 

 

 

第２章では、私たちの消費生活を取り巻く「現状と課題」を分析し、それを解決するための「課題

解決の方向性」を示しました。 

これを踏まえ、第３章では、はじめに条例が掲げる目的と基本理念に基づき、将来に向けた「目指

すべき姿」を定義します。 

次に、「目指すべき姿」を実現するため、第２章で整理した課題に対応する指針として、４つの「施

策の柱」を定めます。また、「施策の柱」ごとに施策を効果的かつ継続的に推進するための方向性を

示す「施策推進の方針」を策定し、それぞれの方針に基づいた具体的かつ実効性の高い「主要施策」

と「具体的な取組」を明示します。 

さらに、急速に変化する消費生活を取り巻く環境の中で、特に影響を受けやすく、被害が深刻化

しやすい「高齢者」と「若年者」への支援に重点的に推進するため、「重点施策」として第３期基本

計画に引き続き、以下の２点を掲げます。 

１．高齢者等への支援強化 

２．若年者への教育の推進・支援強化 

 

 

 

  

第３章 目指すべき姿を実現するための基本方針と施策 
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1 目指すべき姿 

本計画において目指すべき姿を明確にすることは、消費生活に関する施策の方向性を一貫させ、

市、事業者及び消費者が共通の目標を持つために不可欠です。また、消費者を取り巻く環境は常に

変化しているため、その変化に適応しつつ、条例が掲げる目的や基本理念に沿った社会の実現を目

指すための指針となります。 

第４期消費生活基本計画における目指すべき姿は、第３期基本計画を踏襲し、 

「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会」の実現です。 

この社会像は、条例が掲げる目的「市民の消費生活の安定及び向上を確保すること」と、条例の

基本理念である「消費者の７つの権利」を実現した社会の姿を示すものであり、消費者がより豊か

な生活を享受できる環境を作ることを目指します。 

 

⑴ 消費生活の安定と向上 

条例の目的を実現するためには、「消費生活の安定」と「消費生活の向上」という２つの要素が

不可欠です。  

「消費生活の安定」とは、消費者が必要な情報や商品・サービスを適切に得て、安心・安全に利

用できる状態を指します。その実現には、悪質な事業者や悪徳事業者による消費者トラブルを未然

に防ぎ、公正な取引環境を確保することが重要です。悪徳事業者による消費者トラブルに関して

は、消費生活相談や情報提供、消費者教育による未然防止の充実が大変重要です。また、すべての

消費者が被害を未然に防ぐ力を持つ自立した消費者となることも求められます。これにより、消費

者は不確実な情報やリスクに悩まされることなく、日々の生活を安心して送ることができるように

なります。 

「消費生活の向上」とは、消費者がより充実した商品やサービスを受けられ、生活の質を高める

ための選択肢が広がることを意味します。消費者が自らのニーズに合った商品やサービスを選べる

ようになり、より豊かな生活を実現できる社会の実現が求められます。 

 

⑵ 消費者の７つの権利 

条例の「基本理念」では、消費者の権利の確立が明記されています。この理念に基づき、消費者

は以下の権利を有します。 

①商品やサービスによって生命・身体・財産が侵害されない権利（安全の権利） 

②不当な取引条件を強制されず、不適正な取引行為を行わせない権利（公正な取引を受ける権利） 

③商品やサービスを適正な表示に基づき選択する権利（選択の権利） 
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④必要な情報が明確かつ速やかに提供される権利（情報を得る権利） 

⑤必要な知識を修得し、消費者教育を受ける権利（教育を受ける権利） 

⑥市の施策や事業者の活動に意見が反映される権利（意見を反映させる権利） 

⑦商品やサービスにより受けた不当な被害から適切に救済される権利（救済を受ける権利） 

 

２ 施策の基本方針と施策 

前節で示した目指すべき姿である「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる

社会」を実現するためには、条例の基本理念である「消費者の７つの権利」を土台とし、第２章で

整理した「現状と課題」に対応する具体的な指針が必要となります。 

本計画では、第３期基本計画を引き継ぎ、４つの「施策の柱」を定めます。また、各施策を効果

的かつ継続的に推進するための方向性として「施策推進の方針」を策定します。これは、条例の基

本理念に基づき消費者の権利を保護しつつ、各施策の推進方針を明確にするものです。さらに、

「施策推進の方針」に基づき、それぞれの方針を具体化した「主要施策」及び「具体的な取組」を

展開し、その内容を示します。 

 

⑴  計画の体系 

ここでは、条例の基本理念に基づき、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができ

る社会の実現を目指し、そのために必要な施策を体系的に整理しています。 

計画の構成は、まず目指すべき姿を実現するための基本的な指針として、４つの「施策の柱」を

設定することから始まります。これらの施策の柱は、第２章で明らかにした「現状と課題」に対応

するものであり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を送ることができる社会の実現に向け

た、計画全体の骨格を形成しています。次に、各施策の柱ごとに、その内容をより具体化し、効果

的かつ継続的に取り組んでいくための「施策推進の方針」を策定しています。この方針では、施策

の方向性や優先順位を明確にするとともに、複数の施策間での整合性を保ち、全体として一貫性の

ある取組となるよう配慮しています。さらに、「施策推進の方針」に基づいて、現実的かつ実効性

の高い「主要施策」を展開し、実際に取り組むべき主要な施策を明示しています。 

基本計画の体系は、以下の体系図のとおりです。 
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施策の柱 施策推進の方針 主 要 施 策 

１ 消費者の安全・安心の確保 

 ⑴食の安全対策の推進 

 ❶食の安全に関する情報提供等 

❷食品関係施設の監視指導と食品検査 

⑵生活環境の安全対策の推進 

 ❶環境衛生関連施設・薬事衛生関係施設に対する監視指導等 

❷水道水の水質検査の実施 

❸耐震診断費用等の助成及び建築物の適法性・安全性確保 

❹商品の安全性にかかる検査等の実施 

❺生活関連物資の価格調査等による監視 

❻災害時等における対応の充実・強化 

⑶表示等の適正化の推進 

 ❶食品表示等の適正化 

❷適正計量の確保  

❸表示等にかかる調査の実施等 

２ 消費者被害への機動的な対応 

 ⑴迅速な消費者被害への対応 

 ❶消費生活相談機能の充実・強化 

❷消費者被害救済体制の整備 

⑵高齢者等への支援強化（重点施策） 

 ❶消費生活相談機能の充実・強化 

❷高齢者等への情報提供等の強化 

❸地域包括支援センター等との連携の推進 

❹高齢者の見守り活動の推進 

❺高齢者等の権利擁護の促進 

❻障害者の支援体制の整備促進 

⑶関係機関等との連携 

 ❶関係機関等との連携の推進 

❷適格消費者団体との連携の推進 

⑷事業者指導の推進 

 ❶事業者指導の推進 
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施策の柱 施策推進の方針 主 要 施 策 

３ 自立した消費者の育成 

 ⑴消費者教育の推進 

 ❶地域における消費者教育の推進 

❷自主的な学習の支援 

❸学校・地域における情報教育の推進 

⑵若年者への教育の推進・支援強化（重点施策） 

 ❶学校における消費者教育の充実  

❷行政機関による支援の強化 

⑶環境保全への取組の促進 

 ❶ごみ減量・リサイクルの推進 

❷環境配慮型消費行動の推進 

❸環境重視の事業活動の促進 

❹環境学習の機会の充実 

❺環境活動への参加の促進 

⑷わかりやすい情報提供の推進 

 ❶迅速な情報収集と情報提供 

❷情報紙の発行と配布等 

❸消費生活に関する講座の充実 

４ 消費者意見の反映の促進 

 ⑴消費者、事業者及び市による協働の推進 

 ❶リスクコミュニケーションの推進 

❷地産地消の推進 

❸消費者、事業者及び市の連携・協働 

⑵事業活動、市の施策への消費者意見の反映の推進 

 ❶市の施策への消費者意見の反映 

❷事業活動への消費者意見の反映 

❸事業者への情報提供の推進 
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⑵  計画推進のための施策 

本計画の実効性を確保し、計画を着実に実現していくためには、「施策の柱」および「施策推進

の方針」に基づき、各担当課所が主体的な役割を担いながら「具体的な取組」を的確に推進してい

くことが極めて重要です。ここでは、計画の全体像を踏まえたうえで、「主要施策」に紐づく実践

的なアクションとしての「具体的な取組」を体系的に整理しています。各施策の実施に当たって

は、関係する担当課所を明確に示し、部局間の連携・協働を促進しながら、組織的かつ計画的に推

進していきます。これにより、本計画は理念的な枠組みにとどまることなく、現場での実践へと確

実につながる、実行可能な計画体系として位置付けられています。 

以下に、「施策の柱」および「施策推進の方針」の概要を示すとともに、それに基づく「主要施

策」と、それぞれに対応する「具体的な取組」について整理し、計画全体の実行体制を明示しま

す。 
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１ 消費者の安全・安心の確保 

 

消費者が安全・安心に生活できる環境を確保するために、食の安全対策の推進、生活環境の安全

対策の推進、表示等の適正化の推進を取り組みます。これにより、食品や生活関連物資の安全確

保、施設や商品に対する監視指導、災害時の対応強化など、消費者の生活を守るための環境を整え

ます。 

 

 

⑴食の安全対策の推進 

❶食の安全に関する情報提供等 

具体的な取組 担当課所 

食の安全委員会での意見の交換 生活衛生課 

食の安全に関する情報提供・注意喚起 生活衛生課 

食の安全に関する情報共有及び意見交換 生活衛生課 

食の安全・安心市民講習会の開催 生活衛生課 

食品関係の相談受付 食品衛生課 

 

❷食品関係施設の監視指導と食品検査 

具体的な取組 担当課所 

食品衛生監視指導計画の策定及びそれに基づく監視指導 生活衛生課 

と畜場法に基づくと畜検査、食品衛生法に基づく収去検査、施設の監

視指導 
食肉衛生検査所 

食品衛生法に基づく食品等の検査 生活科学課 

食中毒予防のため、学校給食用の食材、食器等の検査 健康教育課 
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⑵生活環境の安全対策の推進 

❶環境衛生関連施設・薬事衛生関係施設に対する監視指導等 

具体的な取組 担当課所 

飲料水等の水質検査、健康食品の薬効成分等の検査 生活科学課 

環境衛生関連施設・薬事衛生関係施設に対する監視指導及び相談業務 環境薬事課 

 

❷水道水の水質検査の実施 

具体的な取組 担当課所 

水道水の水質検査の実施 水質管理課 

 

❸耐震診断費用等の助成及び建築物の適法性・安全性確保 

具体的な取組 担当課所 

一定条件を満たす戸建て住宅等の耐震診断費用の助成 建築総務課 

一定条件を満たす戸建て住宅等への耐震診断員の派遣 建築総務課 

一定条件を満たす戸建て住宅等の耐震補強費用の助成 建築総務課 

一定条件を満たすブロック塀等に対する除去・建替え費用の助成 建築総務課 

建築確認申請・完了時のシックハウス原因物質の使用制限、換気設備

の設置義務履行等のチェック 
建築行政課 

共同住宅等の建築物の中間検査 建築行政課 

 

❹商品の安全性にかかる検査等の実施 

具体的な取組 担当課所 

消費生活用製品安全法に基づく販売業者への立入検査 消費生活総合センター 

電気用品安全法に基づく販売業者への立入検査 消費生活総合センター 

条例に基づく商品・サービスにおける危害防止のための調査 消費生活総合センター 

消費生活相談にかかる商品テストの実施 消費生活総合センター 

商品テスト・リコール情報等の速やかな提供 消費生活総合センター 

 

 

 

  



 

38 

 

 

❺生活関連物資の価格調査等による監視 

具体的な取組 担当課所 

生活関連物資の店頭価格の調査 消費生活総合センター 

生活関連物資の買占め等にかかる調査 消費生活総合センター 

 

❻災害時等における対応の充実・強化 

具体的な取組 担当課所 

災害や感染症の拡大時の消費生活相談体制の整備及び不適正な取引行

為の監視・指導 
消費生活総合センター 

 

 

⑶表示等の適正化の推進     

❶食品表示等の適正化 

具体的な取組 担当課所 

食品表示にかかる相談受付、指導及び啓発【品質事項】 農業政策課 

食品表示にかかる相談受付、指導及び啓発【衛生事項】 食品衛生課 

食品表示にかかる相談受付、指導及び啓発【保健事項】 健康支援課 

 

❷適正計量の確保  

具体的な取組 担当課所 

計量法に基づく検査・指導 経済政策課 

 

❸表示等にかかる調査の実施等 

具体的な取組 担当課所 

条例に基づく品質表示、包装等の必要な調査 消費生活総合センター 

事業者における法令に基づく表示等の促進 消費生活総合センター 

家庭用品品質表示法に基づく販売業者への立入検査 消費生活総合センター 

老人ホームの誇大表示等の改善 介護保険課 
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２ 消費者被害への機動的な対応 

 

消費者被害に機動的に対応するために、消費生活相談機能の強化、消費者被害救済体制の整備、

高齢者等の支援の強化、関係機関等との連携の推進、事業者指導の推進を取り組みます。 

特に、高齢者や障害者といった被害を受けやすい方々への支援を強化するために、相談体制を充

実させるとともに、高齢者等の見守り活動を行う民生委員や消費者安全確保地域協議会等、多様な

主体の連携により見守り活動を推進します。 

 

  

⑴迅速な消費者被害への対応 

❶消費生活相談機能の充実・強化 

具体的な取組 担当課所 

消費生活相談員の研修参加等による資質の向上 消費生活総合センター 

アドバイザー（弁護士・建築士）の助言による消費生活相談機能の強

化 
消費生活総合センター 

消費生活相談のサービス向上のための消費生活相談体制の拡充 消費生活総合センター 

消費生活相談員の助言・あっせんによる消費者トラブルの解決 消費生活総合センター 

 

❷消費者被害救済体制の整備 

具体的な取組 担当課所 

消費生活審議会における調停等の活用や消費者訴訟の援助 消費生活総合センター 

消費者訴訟の資金の貸付け 消費生活総合センター 
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⑵高齢者等への支援強化（重点施策） 

❶消費生活相談機能の充実・強化 

具体的な取組 担当課所 

消費生活特別相談の実施 消費生活総合センター 

 

❷高齢者等への情報提供等の強化 

具体的な取組 担当課所 

公民館や地域包括支援センター等への被害防止に関する情報提供 消費生活総合センター 

 

❸地域包括支援センター等との連携の推進 

具体的な取組 担当課所 

地域包括支援センター、民生委員等と連携して行う高齢者等に関する

情報共有 
消費生活総合センター 

消費者安全確保地域協議会の設置 消費生活総合センター 

 

❹高齢者の見守り活動の推進 

具体的な取組 担当課所 

高齢者等の見守り活動を行う民生委員等との連携の推進 消費生活総合センター 

消費者被害防止サポーターの育成及び活動の推進 消費生活総合センター 

高齢者の地域での見守り活動の推進 高齢福祉課 

 

❺高齢者等の権利擁護の促進 

具体的な取組 担当課所 

日常生活自立支援事業による福祉サービス利用手続や日常的な金銭の

支払い等の援助 
地域福祉推進室 

権利擁護のための成年後見制度利用【高齢者】 高齢福祉課 

 

❻障害者の支援体制の整備促進 

具体的な取組 担当課所 

障害者等の相談支援体制の充実 障害福祉課 

権利擁護のための成年後見制度利用 障害福祉課 

聴覚障害者相談員による日常生活の相談 障害福祉課 
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⑶関係機関等との連携 

❶関係機関等との連携の推進 

具体的な取組 担当課所 

国、埼玉県、警察署、弁護士会、司法書士会及び消費者団体等との連

携及び協力 
消費生活総合センター 

 

❷適格消費者団体との連携の推進 

具体的な取組 担当課所 

適格消費者団体との連携の強化 消費生活総合センター 

 

 

⑷事業者指導の推進 

❶事業者指導の推進 

具体的な取組 担当課所 

悪質な事業者に対しての指導 消費生活総合センター 

公表等による条例違反事業者の不適正な取引行為の抑制 消費生活総合センター 

相談実績活用による指導検討事案の把握及び指導 消費生活総合センター 
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３ 自立した消費者の育成 

 

消費者が自立し、適切な判断のもとで行動できる社会の実現を目指し、消費者教育の推進や若年

者への教育支援の強化、環境保全への取組の促進、そしてわかりやすい情報提供の推進を取り組み

ます。 

特に、被害を受けやすい若年者への消費者教育の推進・支援強化し、学校や行政機関における消

費者教育を推進します。 

 

 

⑴消費者教育の推進 

❶地域における消費者教育の推進 

具体的な取組 担当課所 

公民館、福祉施設、事業所等における消費生活に関する出前講座の開

催 
消費生活総合センター 

消費者の意識啓発と知識向上のための消費生活セミナーの開催 消費生活総合センター 

地域等への消費生活に関する図書・DVD 等の貸出 消費生活総合センター 

 

❷自主的な学習の支援 

具体的な取組 担当課所 

消費者団体への学習資料、学習場所等の提供 消費生活総合センター 

消費者団体との協働 消費生活総合センター 

消費生活展等の活動場所の提供 消費生活総合センター 

 

❸学校・地域における情報教育の推進 

具体的な取組 担当課所 

デジタル学習基盤の整備・活用等による児童生徒の情報活用能力の育

成 
教育研究所 

地域の情報教育の推進 デジタル改革担当 
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⑵若年者への教育の推進・支援強化（重点施策） 

❶学校における消費者教育の充実 

具体的な取組 担当課所 

学習指導要領に基づく消費者教育の推進【小中学校】 教育課程指導課 

学習指導要領に基づく消費者教育の推進【高等学校】 高校教育課 

 

❷行政機関による支援の強化 

具体的な取組 担当課所 

教育部門との連携 消費生活総合センター 

関心を持ってもらえるような SNS での情報発信 消費生活総合センター 

動画を使用した啓発 消費生活総合センター 

子供向けセミナーの開催 消費生活総合センター 

消費生活特別相談の実施 消費生活総合センター 

 

 

⑶環境保全への取組の促進 

❶ごみ減量・リサイクルの推進 

具体的な取組 担当課所 

資源物の定期的な回収運動を行う市民団体に対する補助金の交付 廃棄物対策課 

生ごみ減量化機器等の購入費の一部補助 廃棄物対策課 

ごみの分別・減量化を推進するクリーンさいたま推進員の委嘱 廃棄物対策課 

 

❷環境配慮型消費行動の推進 

具体的な取組 担当課所 

循環型社会を意識したマイボトル・マイバック運動の推進 資源循環政策課 
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❸環境重視の事業活動の促進 

具体的な取組 担当課所 

事業者に対する商品の過大・過剰包装削減の周知 消費生活総合センター 

 

❹環境学習の機会の充実 

具体的な取組 担当課所 

公民連携による環境教育ネットワークの拡充 環境総務課 

学校環境緑化コンクールへの参加 教育課程指導課 

 

❺環境活動への参加の促進 

具体的な取組 担当課所 

環境イベントの実施 環境総務課 

市内全域を対象とした市民参加によるごみゼロキャンペーンの実施 資源循環政策課 

環境ワークショップの実施 環境総務課 

 

 

 

⑷わかりやすい情報提供の推進 

❶迅速な情報収集と情報提供 

具体的な取組 担当課所 

ホームページや SNS 等を活用した注意喚起及び各種イベント情報の発

信 
消費生活総合センター 

 

 

❷情報紙の発行と配布等 

具体的な取組 担当課所 

消費生活情報紙の作成及び配布 消費生活総合センター 
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❸消費生活に関する講座の充実 

具体的な取組 担当課所 

消費者の意識啓発と知識向上に向けた消費生活に関する出前講座・消

費生活セミナーの実施 
消費生活総合センター 
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４ 消費者意見の反映の促進 

 

消費者、事業者及び市による協働を推進し、消費者の意見を積極的に事業活動や市の施策に反映

させることで、より安全で安心な消費環境を実現します。そのために、消費者、事業者、市が連携

し、意見交換の場を設けるとともに、リスクコミュニケーションや地産地消の推進に取り組みま

す。また、消費者の声を反映した施策の実施や、事業者への情報提供を通じて、持続可能な消費社

会の構築を目指します。 

 

 

⑴消費者、事業者及び市による協働の推進 

❶リスクコミュニケーションの推進 

具体的な取組 担当課所 

食の安全委員会での意見の交換（1-⑴-❶の再掲） 生活衛生課 

食の安全に関する情報提供・注意喚起（1-⑴-❶の再掲） 生活衛生課 

食の安全に関する情報共有及び意見交換（1-⑴-❶の再掲） 生活衛生課 

食の安全・安心市民講習会の開催（1-⑴-❶の再掲） 生活衛生課 

 

❷地産地消の推進 

具体的な取組 担当課所 

地産地消の推進 農業政策課 

消費者への市内で生産された農産物の情報発信 農業政策課 

 

❸消費者、事業者及び市の連携・協働 

具体的な取組 担当課所 

消費者、生産者及び市が参加する懇談会、シンポジウム、「農」の交

流イベントの開催 
農業政策課 

消費者団体、事業者団体との意見交換 消費生活総合センター 
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⑵事業活動、市の施策への消費者意見の反映の推進 

 

❶市の施策への消費者意見の反映 

具体的な取組 担当課所 

出前講座等における消費者アンケートの実施、消費者意見の反映 消費生活総合センター 

消費生活審議会における基本計画の進行管理、課題やその解決につい

ての検証 
消費生活総合センター 

 

❷事業活動への消費者意見の反映 

具体的な取組 担当課所 

事業者等における自主行動基準の策定・活用 消費生活総合センター 

 

❸事業者への情報提供の推進 

具体的な取組 担当課所 

事業者に対する相談案件に基づいた情報提供及び指導 消費生活総合センター 

事業者に対する出前講座や情報提供の実施 消費生活総合センター 

事業者に対する図書及び DVD 等の貸出し 消費生活総合センター 
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３ 重点施策 

第２章では、高齢化の進行、成年年齢の引下げ、デジタル化の進展に伴う電子商取引の拡大な

ど、消費生活を取り巻く環境が急速に変化している現状と、それに伴う消費生活相談の状況につい

て整理しました。 

 特に、こうした変化の影響を受けやすく、被害が深刻化しやすい「高齢者」と「若年者」には、

重点的な支援が求められます。そのため、重点施策として第３期基本計画に引き続き「高齢者等へ

の支援強化」「若年者への教育の推進・支援強化」の２点を掲げ、消費生活の安全・安心を確保す

るための取組を推進します。 

 ここでは、第２章で整理した現状と課題の中から「高齢者」と「若年者」に関する内容を抜粋

し、それぞれに対する「主要施策」と「具体的な取組」について詳述します。 

 

⑴ 高齢者等への支援強化 

① 現状と課題 

本市の高齢化率は、令和２年（2020 年）に 23.6％でしたが、令和７年（2025 年）には 23.9％、

令和 22 年（2040 年）には 29.6％に上昇すると見込まれています。また、後期高齢化率も令和２年

（2020 年）には 12.3％でしたが、令和７年（2025 年）には 14.2％、令和 22 年（2040 年）には

15.7％に増加すると予測されています。 

さらに、高齢者のいる一般世帯数は、平成 17 年（2005 年）の 127,945 世帯から令和２年（2020

年）には 195,431 世帯へと増加しました。特に、65 歳以上の単身高齢者世帯数は、同期間中に

26,661 世帯から 55,934 世帯へと大幅に増加しています。 

消費生活相談に関しても、高齢者からの相談件数を見ると、70 歳以上の相談が最も多く、全体の

約２割を占めています。さらに、60 歳代を含めると全体の約３割を超えます。60歳以上の相談割

合はほぼ横ばいにあり、令和３年度は 32.2％、令和４年度は 33.2％、令和５年度は 35.0％に達し

ました。主な相談内容は「通信販売」や「訪問販売」に関するものです。特に、「突然の訪問で、

本来は不要な工事を言葉巧みに勧誘され、高額な契約をしてしまった」といった相談が多く寄せら

れています。 

 

このような現状を踏まえると、今後、高齢化の進行や単身高齢者世帯の増加により、高齢者から

の消費生活相談の増加が懸念されます。また、デジタル化の進展によりインターネットを利用した

電子商取引（EC）が拡大し、定期購入トラブル、詐欺サイト、架空請求といった消費者トラブルが

一層複雑化・多様化することも懸念されます。 
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② 主要施策と具体的な取組（40 頁の再掲） 

❶消費生活相談機能の充実・強化 

消費生活相談機能を充実・強化し、高齢者の消費者被害の解決を図ります。 

具体的な取組 担当課所 

消費生活特別相談の実施 消費生活総合センター 

 

❷高齢者等への情報提供等の強化 

高齢者等及びその家族が比較的多く利用する公共施設や、福祉施設等の協力のもと、消費者被害

に関する情報提供を図ります。 

具体的な取組 担当課所 

公民館や地域包括支援センター等への被害防止に関する情報提供 消費生活総合センター 

 

❸地域包括支援センター等との連携の推進 

地域包括支援センター、在宅介護支援センター、障害者生活支援センター、民生委員等との連携

を図り、高齢者等への消費生活相談案内等の支援及び消費生活に関する情報共有を行います。 

具体的な取組 担当課所 

地域包括支援センター、民生委員等と連携して行う高齢者等に関する

情報共有 
消費生活総合センター 

消費者安全確保地域協議会の設置 消費生活総合センター 

 

❹高齢者の見守り活動の推進 

民生委員や消費者安全確保地域協議会など多様な主体が連携し、高齢者等の見守り活動を推進す

ることで、高齢者等が安全、安心して暮らせる社会を構築できるよう支援を行います。 

具体的な取組 担当課所 

高齢者等の見守り活動を行う民生委員等との連携の推進 消費生活総合センター 

消費者被害防止サポーターの育成及び活動の推進 消費生活総合センター 

高齢者の地域での見守り活動の推進 高齢福祉課 
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❺高齢者等の権利擁護の促進 

判断能力が不十分であるために権利の適切な行使ができない高齢者等については、本人の意向に

寄り添った援助が必要であり、生活支援員の訪問を通じての支援や、成年後見制度の活用を図りま

す。 

具体的な取組 担当課所 

日常生活自立支援事業による福祉サービス利用手続や日常的な金銭の

支払い等の援助 
地域福祉推進室 

権利擁護のための成年後見制度利用【高齢者】 高齢福祉課 

 

❻障害者の支援体制の整備促進 

障害者本人や家族から寄せられる様々な相談に対応する、障害者生活支援センターを中心に、各

関係機関との連携のもと、生活全般にわたる支援を行います。 

具体的な取組 担当課所 

障害者等の相談支援体制の充実 障害福祉課 

権利擁護のための成年後見制度利用 障害福祉課 

聴覚障害者相談員による日常生活の相談 障害福祉課 

 

 

⑵ 若年者への教育の推進・支援強化 

① 現状と課題 

令和４年４月の民法改正により、成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げられました。これに伴

い、18 歳及び 19 歳の若年者は成人として扱われるようになり、契約や各種手続を自己の意思で行

うことが可能となりました。一方で、従来未成年者が行使できた「未成年者取消権」が行使できな

くなり、契約に関する保護が弱まる側面もあります。 

国民生活センターが公表した令和５年度の 18 歳・19 歳の相談件数は、令和４年度とほぼ同水準

でした。本市においても、20 歳未満及び 20 歳代の若年層の相談件数もほぼ横ばいにあり、全体の

約１割を占めています。この割合は令和３年度以降、13％前後で推移しています。相談内容につい

ては、「脱毛エステ」「医療サービス」「インターネット通販」「定期購入」などに関する相談が依然

として多く寄せられています。 

年代別の傾向として、20 歳未満では「インターネットゲーム」に関する相談が多く、親に無断で

課金を行い高額な請求が発生したケースが目立ちます。20歳代では「エステティックサービス」の
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解約トラブルが多く見受けられます。 

 

こうした現状を踏まえると、若年者全般において、契約の内容やリスクを十分理解しないまま契

約を結び消費者トラブルに繋がることが懸念されます。また、SNS などインターネット上でのトラ

ブルの増加も懸念されます。特に、18 歳及び 19歳の若年者は、進学や就職など生活環境が大きく

変わる時期であり、知識や社会経験が不足しているため、契約トラブルや悪質商法に巻き込まれる

リスクが高まると考えられます。 

 

 

② 主要施策と具体的な取組（43 頁の再掲） 

❶学校における消費者教育の充実 

 各世代に応じた学校における消費者教育の充実を図ります。 

具体的な取組 担当課所 

学習指導要領に基づく消費者教育の推進【小中学校】 教育課程指導課 

学習指導要領に基づく消費者教育の推進【高等学校】 高校教育課 

 

❷行政機関による支援の強化 

  行政機関における若年者に向けた支援を強化します。 

具体的な取組 担当課所 

教育部門との連携 消費生活総合センター 

関心を持ってもらえるような SNS での情報発信 消費生活総合センター 

動画を使用した啓発 消費生活総合センター 

子供向けセミナーの開催 消費生活総合センター 

消費生活特別相談の実施 消費生活総合センター 

 



 

 

 

 

 

 

            
  計画の推進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 
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１ 計画の推進体制 

計画の推進に当たっては、庁内の関係部局や国、埼玉県、消費者団体、事業者団体等と緊密に連 

携を図り、計画の円滑な推進に努めます。 

 

２ 計画の進行管理 

計画の進行管理に当たっては、毎年度、計画に掲げる各施策の実施状況について、消費生活審議会 

へ報告し、検証と評価を行います。 

また、審議結果を庁内の関係部局へフィードバックし、今後の具体的施策に反映させるとともに、 

施策の実施状況について、市 Web サイトを通じて市民に情報発信します。 

 

 

 

第４章 計画の推進 
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第１０期 さいたま市消費生活審議会委員名簿 

【敬称略】 

区分 氏名 所属 

学識経験者 

会長 明石
アカシ

 順 平
ジュンペイ

 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会 

委員 池田
イケダ

 味
ミ

佐
サ

 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会 

委員 井上
イノウエ

 光昭
ミツアキ

 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会 

委員 高橋
タカハシ

 美
ミ

登
ド

梨
リ

 埼玉大学 

委員 岡田
オカダ

 美保
ミ ホ

 埼玉県消費生活支援センター 

事業者代表者 

委員 吉沢
ヨシザワ

 浩之
ヒロユキ

 さいたま商工会議所 

委員 安藤
アンドウ

 宏
ヒロシ

 埼玉県中小企業団体中央会 

委員 今西
イマニシ

 誠一
セイイチ

 さいたま農業協同組合 

委員 長谷川
ハ セ ガ ワ

 悟
サトル

 生活協同組合コープみらい 

消費者代表者 

委員 藤野
フジノ

 恵
メグミ

 生活クラブ生協さいたま市まちづくり委員会 

委員 小川
オガワ

 ゆり くらし探検くらぶ 

委員 石
イシ

田
ダ

 恆
ツネ

子
コ

 うらわ市民広場 

公募者 

委員 佐藤
サトウ

 千鶴子
チ ズ コ

 一般公募 

委員 丹野
タンノ

 美絵子
ミ エ コ

 一般公募 

委員 蓜島
ハイシマ

 孝雄
タカオ

 一般公募 

委嘱期間 令和６年８月３日～令和８年８月２日 

資 料 編 
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さいたま市消費生活条例（抄） 

平成１８年３月２３日条例第２５号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差並びに社会経

済情勢の変化にかんがみ、市民の消費生活に関し、市、事業者及び消費者の果たすべき責務等を明

らかにするとともに、市の実施する施策について必要な事項を定め、もって市民の消費生活の安

定及び向上を確保することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 前条の目的を達成するために、市、事業者及び消費者は、その相互の理解と協力の下に、次

に掲げる事項について、消費者の権利の確立を図るものとする。 

⑴ 消費生活において、商品（事業者が消費者から購入するものを含む。以下この条、第７条、第

１４条（第７号を除く。）、第１５条第２項、第２１条、第２２条第１項及び第２３条第３項にお

いて同じ。）又はサービスによって、生命、身体及び財産を侵されない権利 

⑵ 消費生活において、商品又はサービスについて、不当な取引条件を強制されず、不適正な取引

行為を行わせない権利 

⑶ 消費生活において、商品又はサービスについて、適正な表示等に基づいて選択をする権利 

⑷ 消費生活を営む上で必要な情報が明確かつ速やかに提供される権利 

⑸ 消費生活に関する必要な知識を修得し、及び消費者教育を受ける権利 

⑹ 消費生活に関する市の施策及び事業者の事業活動に、消費者の意見が十分に反映される権利 

⑺ 消費生活において、商品若しくはサービス又はこれらの取引行為により不当に受けた被害か

ら、適切かつ迅速に救済される権利 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、市を取り巻く社会的及び経済的状況に応じた

消費生活に関する施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

２ 市は、消費生活に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を反映することができ

るよう必要な措置を講じなければならない。 

３ 市は、消費生活に関する施策の実施及び推進に当たっては、環境の保全に配慮しなければなら

ない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、消費者の権利を尊重するとともに、消費者の知

識、経験及び財産の状況等に配慮しなければならない。 

２ 事業者は、消費者との取引における公正を確保するとともに、消費者との間に生じた苦情を適

切かつ迅速に処理しなければならない。 

３ 事業者は、法令を遵守するとともに、市が実施する消費生活に関する施策に協力しなければな

らない。 

４ 事業者は、その事業活動に関し、自主基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよ
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う努めなければならない。 

５ 事業者は、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供するとともに、消費者の意見を事業

活動に反映させるよう努めなければならない。 

６ 事業者は、事業活動に際して知り得た消費者に係る個人情報の適正な取扱いに努めなければな

らない。 

７ 事業者は、商品又はサービスの供給に当たっては、環境の保全に配慮するよう努めなければな

らない。 

（事業者団体の役割） 

第５条 事業者団体は、前条に規定する事業者の責務の遂行に寄与し、事業者と消費者との間の信

頼関係の構築に努めるものとする。 

（消費者の役割） 

第６条 消費者は、第２条に規定する消費者の権利の確立のために、消費生活に関して、自ら進んで

その必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動することができるよう努めるものとする。 

２ 消費者は、市が実施する消費生活に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。 

３ 消費者は、商品又はサービスの選択等に当たっては、環境の保全及び知的財産権等の適正な保

護に配慮するよう努めるものとする。 

 

 

（基本計画の策定） 

第９条 市長は、消費生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、消費生活に関する

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 消費生活に関する総合的な施策の大綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、消費生活に関する施策を推進するために重要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、審議会（第３４条に規定する審議会

をいう。第２２条第２項、第２９条、第３０条第１項第３号及び第３３条第３項において同じ。）

に諮るものとする。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

第４章 さいたま市消費生活審議会 

（設置） 

第３４条 市長の諮問に応じ、市民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項を調査審議するた

め、さいたま市消費生活審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３５条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

⑴ 基本計画の策定又は変更に関すること。 

⑵ 第２２条第１項の規定による基準の設定、変更又は廃止に関すること。 
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⑶ 第３０条第１項の規定による訴訟に対する援助の適否の認定に関すること。 

⑷ 第３３条第１項及び第２項の規定による公表の適否に関すること。 

２ 審議会は、第２９条第１項の規定によるあっせん及び調停を行うものとする。 

３ 審議会は、消費生活に関し重要と認められる事項について調査審議し、市長に意見を述べるこ

とができる。 

（組織） 

第３６条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 消費者を代表する者 

⑶ 事業者を代表する者 

⑷ 公募により募集した者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会） 

第３７条 審議会は、第２９条第１項の規定によるあっせん又は調停を行わせ、及び第３０条第１

項の規定による訴訟に対する援助の適否の認定について審議させるため、消費者被害救済部会を

置く。 

２ 審議会は、前項に規定するもののほか、特定事項を調査審議するため必要があるときは、部会を

置くことができる。 

（庶務） 

第３８条 審議会の庶務は、市民局において処理する。 

 

第５章 補則 

（委任） 

第３９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日条例第１号抄） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第３１号） 

この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１２日条例第１号抄） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期 さいたま市消費生活基本計画 

令和８年４月発行 

さいたま市 市民局 市民生活部 消費生活総合センター 

〒３３０－０８５３ さいたま市大宮区錦町６８２－２ 

            大宮情報文化センター（JACK 大宮）６階 

電 話 ０４８－６４５－３００２ 

ＦＡＸ ０４８－６４３－２２４７ 

 

販売価格 290 円 

 

この「第４期さいたま市消費生活基本計画」は 220 部作成し、1 部当たりの印刷経費は

295 円（概算）です。 


